
「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく
多摩川下流部右岸・鶴見川の減災に係る取組方針(改定案)

資料１－２

【主な改定内容】
１．はじめに
 ⽂章内容・構成の修正
 取組⽅針の⽬標時期を改定（令和２年度迄⇒令和３年度以降）

２．本協議会の構成員
 鉄道事業者の追加（東⽇本旅客鉄道（株）、⽇本貨物鉄道（株）、京王電鉄（株）、
⼩⽥急電鉄（株）、東急電鉄（株）、京浜急⾏電鉄（株）、横浜市交通局）

３．多摩川下流部右岸・鶴⾒川の概要と主な課題
 ⽂章内容の修正

４．現状の取組状況
 現状と課題を追加
（想定される浸⽔リスクの周知、避難誘導体制、堤防等河川管理施設の整備状況）

５．減災のための⽬標
 減災⽬標を変更（令和２年度⇒令和７年度）

６．概ね５年で実施する取組
 取組内容の追加（⽬標時期、取組機関の修正）
【ハード対策の主な取組】
■円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備
・河川防災ステーションの整備
【ソフト対策の主な取組】
（１）逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難⾏動のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する取組 ⑬共助の仕組みの強化、⑭適切な⼟地利⽤の促進
 取組内容の削除
【ソフト対策の主な取組】
（１）逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難⾏動のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する取組
⑤想定最⼤規模降⾬による洪⽔浸⽔想定区域図、氾濫シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表
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「水防災意識社会」再構築に向けた緊急行動計画（改定）の取組

（２）円滑かつ迅速な避難のための取組
③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

■河川防災ステーションの整備

減災に係る取組方針
における適用状況

・４協議会とも取組方
針にはあげていな
いが、河川管理者
により整備が進めら
れている

事 務 局 案

【取組内容追加】
河川防災ステーショ
ンの整備
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「水防災意識社会」再構築に向けた緊急行動計画（改定）の取組

（２）円滑かつ迅速な避難のための取組
② 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

■避難訓練への地域住民の参加促進 ■共助の仕組みの強化

減災に係る取組方針
における適用状況

・要配慮者・外国人
等への対応を考慮し
た避難計画の検討
作成および避難訓練
の実施

事 務 局 案
【取組内容追加】
・共助の仕組みの強
化
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「水防災意識社会」再構築に向けた緊急行動計画（改定）の取組

(6)減災・防災に関する国の支援

■適切な土地利用の促進

減災に係る取組方針
における適用状況

・４協議会とも取組方
針にはあげていな
い取組

事 務 局 案

【取組内容追加】
適切な土地利用の
促進


